
(様式第 10) 

慶病企発第 27-32 号  

平成 27 年 10 月 2 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 慶應義塾           

理事長 清家  篤   (印) 

 

慶應義塾大学病院の業務に関する報告について 

 

 標記について、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 12 条の 3 第の規定に基づき、平成 26 年度の業

務に関して報告します。 

記 

1 開設者の住所及び氏名 

 住   所 〒108-8345 東京都港区三田二丁目15番45号 

 氏   名  慶應義塾 

(注) 開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。 

 

2 名  称 

 慶應義塾大学病院 

 

3 所在の場所 

〒160-8582 
  東京都新宿区信濃町35                  電話(03)3353－1211 
 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

○1 医療法施行規則第六条の四第一項の規定に基づき、十六診療科名すべてを標榜 

2 医療法施行規則第六条の四第四項の規定に基づき、がん、循環器疾患等の疾患に関し、高度か

つ専門的な医療を提供する特定機能病院として、十以上の診療科名を標榜 
(注) 上記のいずれかを選択し、番号に○印を付けること。 

 

4-2 標榜している診療科名 

(1)内科 

内科 ○有  ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

1 呼吸器内科 2 循環器内科  3 消化器内科 4 神経内科  5 腎臓・内分泌・代謝内科    

6 血液内科  7  リウマチ内科 8  漢方内科   9  感染症内科 10 腫瘍内科  

 診療実績 
 
 
 
(注) 1 「内科」欄及び「内科と組み合わせた診療科名等」欄については、標榜している診療科名に

ついて記入すること。 

(注) 2 「リウマチ科」及び「アレルギー科」についても、「内科と組み合わせた診療科等」欄に記

入すること。 

(注) 3 「診療実績」欄については、医療法施行規則第六条の四第三項の規定により、他の診療科で

医療を提供している場合に記入すること。 

 

 



(2)外科 

外科 ○有  ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

  1 消化器外科  2 乳腺外科  3 小児外科  4 心臓血管外科  5 呼吸器外科  

 6  内視鏡外科  7  移植外科 8 腫瘍外科  9  頭頸部外科 10 形成外科  

 診療実績 
 
 
 
(注) 1 「外科」欄及び「外科と組み合わせた診療科名」欄については、標榜している診療科名につ

いて記入すること。 

(注) 2 「診療実績」欄については、医療法施行規則第六条の四第三項の規定により、他の診療科で

医療を提供している場合に記入すること。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

 ○1 精神科  ○2 小児科  ○3 整形外科  ○4 脳神経外科 ○5  皮膚科  ○6 泌尿器科  7産婦

人科 ○8 産科  ○9 婦人科  ○10 眼科  ○11 耳鼻咽喉科  12放射線科  ○13 放射線診断科 
○14 放射線治療科  ○15 麻酔科 ○16 救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 有 ・ ○無  

歯科と組み合わせた診療科名 

  1歯科口腔外科 

 歯科の診療体制 
 
 

 
(注) 1 「歯科」欄及び「歯科と組み合わせた診療科名」欄については、標榜している診療科名につ

いて記入すること。 

(注) 2 「歯科の診療体制」欄については、医療法施行規則第六条の四第五項の規定により、標榜し

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。 

 

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名 

  1 リハビリテーション科 2 病理診断科 3 臨床検査科 

 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

 精 神     感染症     結 核     療 養     一 般      合 計  

31床 0床 0床 0床 1,013床 1,044床 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 

（平成 27 年 10 月 １日現在） 

  職  種  常 勤  非常勤  合 計   職  種  員 数   職   種 員 数 

 医  師        657人   56人  683.6人  看 護 補 助 者          115人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師         24人   4人   25.5人  理 学 療 法 士           14人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

149人 

 薬 剤 師         103人   1人  103.1人  作 業 療 法 士             4人 衛生検査技

師 

    0人 

 保 健 師          0人   0人      0人  視 能 訓 練 士            15人 そ の 他           0人 

 助 産 師          27人   0人   27.0人  義 肢 装 具 士             0人 あん摩マッサージ指圧師     0人 

 看 護 師       1,060
人 

  11人 1,065.0人  臨 床 工 学 士    25人 医療社会事業従

事者 

    0人 

 准 看 護 師          2人   0人    2.0人  栄  養  士             9人 その他の技術員           16人 

 歯科衛生士     4人  0人    4.0人  歯 科 技 工 士            3人 事 務 職 員          254人 

 管理栄養士     16人    0人   16.0人  診療放射線技師     80人 その他の職員           12人 

(注) 1 申請前半年以内のある月の初めの日における員数を記入すること。 

    2 栄養士の員数には、管理栄養士の員数は含めないで記入すること。 

     3 「合計」欄には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した      

員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下 2 位を切り捨て、小数点以下 1 位まで算出して記入

すること。それ以外の欄には、それぞれの員数の単純合計員数を記入すること。 

 

7  専門の医師数                        （平成 27 年 10 月 1 日現在） 

専門医名 人 数 専門医名 人 数 

総合内科専門医 57 人 眼 科 専 門 医 18 人 

外 科 専 門 医 45 人 耳鼻咽喉科専門医 16 人 

精 神 科 専 門 医 16 人 放射線科専門医 34 人 

小 児 科 専 門 医 29 人 脳神経外科専門医 10 人 

皮 膚 科 専 門 医 12 人 整形外科専門医 27 人 

泌尿器科専門医 18 人 麻 酔 科 専 門 医 22 人 

産婦人科専門医 37 人 救 急 科 専 門 医 11 人 

  合 計 352 人 

(注) 人数には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した       

員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下 1 位を切り捨て、整数で算出して記入すること。 

 

8 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数 

  歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数 

   歯 科 等 以 外   歯 科 等   合   計 

 １日当たり平均入院患者数 719.5人 6.5人          726人 

 １日当たり平均外来患者数 2,819.5人 167.8人 2,987.3人 

 １日当たり平均調剤数                                                        5,204  剤 

必要医師数 230.9人  
必要歯科医師数 1人  
必要薬剤師数 65人  

必要（准）看護師数 462.6人  
（注)1 「歯科等」欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を受診した患者数を、「歯 

科等以外」欄にはそれ以外の診療料を受診した患者数を記入すること。 

  2 入院患者数は、年間の各科別の入院患者延数(毎日の 24 時現在の在院患者数の合計)を暦日 

で除した数を記入すること。 

  3 外来患者数は、年間の各科別の外来患者延数をそれぞれ病院の年間の実外来診療日数で除し 



た数を記入すること。 

  4 調剤数は、年間の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ暦日及び実外来診療日数で除した数 

を記入すること。 

     5  必要医師数、必要歯科医師数、必要薬剤師数及び必要（准）看護師数については、医療法

施行規則第二十二条の二の算定式に基づき算出すること。 

 

9 施設の構造設備 

 施 設 名  床面積  主要構造       設    備    概    要 

集中治療室 

 

 

 
1,258.71 
㎡ 

 

RC 

 

   病 床 数  53 床  心  電  計  ○有・無 

   人工呼吸装置  ○有・無  心細動除去装置  ○有・無 

   その他の救急蘇生装置  ○有・無  ペースメーカー  ○有・無 

無菌病室等 

 

［固定式の場合］ 床面積     168m 2      病床数      21床 

［移動式の場合］ 台 数      0台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積   37.8m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室   486 ㎡ RC   （主な設備）分析器など 

細菌検査室   223 ㎡ RC   （主な設備）分析器など 

病理検査室   286 ㎡ RC   （主な設備）分析器など 

病理解剖室   162 ㎡ RC   （主な設備）解剖設備など 

研 究 室 29,186 ㎡ RC   （主な設備）ドラフトチャンバーなど 

講 義 室  1,453 ㎡ RC    室数       7室  収容定員         1,391人 

図 書 室  1,734 ㎡ RC    室数       2室  蔵 書 数   418,600冊程度 

(注) 1 主要構造には、鉄筋コンクリート、簡易耐火、木造等の別を記入すること。 

  2 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器を記入すること。 

 

10 紹介率及び逆紹介率の前年度の平均値 

算 定 期 間 平成26年4月1日～平成27年3月31日 

紹 介 率 88．2％ 逆 紹 介 率 50.5％ 
算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                      25,499人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                    17,843人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                     5,666人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                       35,332人 

(注) 1 「紹介率」欄は、Ａ、Ｃの和をＤで除した数に 100 を乗じて小数点以下第 1 位まで記入する

こと。 

2  「逆紹介率」欄は、ＢをＤで除した数に 100 を乗じて小数点以下第 1 位まで記入すること。 

3 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、それぞれの前年度の延数を記入すること。 

 

 



1  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

49人　

73人　

7人　

15人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

(注） 1　「先進医療の種類」欄には、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準（平成二十年厚生労働省告示

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

前眼部三次元画像解析

歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法

抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

2人　

0人　

11人　

0人　

0人　

0人　

0人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

(注) 1　「先進医療の種類」欄には、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準（平成二十年厚生労働省告示

　　　　　第百二十九号）第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注) 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

術後のホルモン療法及びS-1内服投与の併用療法　原発性乳がん（エストロゲン受容体が陽性であって、
HER２が陰性のものに限る。）

パクリタキセル静脈内投与（一週間に一回投与するものに限る。）及びカルボプラチン腹腔内投与（三週
間に一回投与するものに限る。）の併用療法　上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん

腹腔鏡下センチネルリンパ節生検　早期胃がん

全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン治療におけるクロピドグレル硫酸塩、ピタバスタチ
ンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法　全身性エリテマ
トーデス（初回の副腎皮質ホルモン治療を行っている者に係るものに限る）

放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法
並びにテモゾロミド内服投与の維持療法　初発の中枢神経系原発悪性リンパ腫（病理学的見地からびま
ん性大細胞型B細胞リンパ腫であると確認されたものであって、原発部位が大脳、小脳又は脳幹であるも
のに限る。）

ゾレドロン酸γδＴ細胞を用いた免疫療法　非小細胞肺がん（従来の治療法に抵抗性を有するものに限
る。）

FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影による不明熱の診断 不明熱（画像検査、血液
検査及び尿検査により診断が困難なものに限る。）

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
術後のホルモン療法及びS-1内服投与の併用療法　原発性乳がん（エスト
ロゲン受容体が陽性であって、HER２が陰性のものに限る。） 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名

パクリタキセル静脈内投与（一週間に一回投与するものに限る。）及びカルボプラチン腹腔内投
与（三週間に一回投与するものに限る。）の併用療法　上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性
腹膜がん

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検　早期胃がん 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ゾレドロン酸誘導γδT細胞を用いた免疫療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

（注） 1　当該医療機関において高度の医療と判断するものが他にあれば、前年度の実績を記入すること。

（注） 2　医療法施行規則第六条の四第四項の規定に基づき、がん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医
療を提供する特定機能病院として十以上の診療科名を標榜する病院については、他の医療機関での実施状況を含め、
当該医療技術が極めて先駆的であることについて記入すること（当該医療が先進医療の場合についても記入すること）。

対象症例は、組織学的に浸潤性乳癌と診断された女性（病期Ｓtage～IIIＡ及びIIIＢ）で根治手術及び標準的な術前又は術後化学療法が施行された（対象
によっては標準的化学療法の省略を可とする）エストロゲン受容体陽性かつＨＥＲ２陰性で、再発リスクが中間以上である患者とする。本試験に登録された
症例は、標準的術後ホルモン療法単独、又は標準的術後ホルモン療法とＴＳ－１の併用療法のいずれかに割り付けられ、両群ともに標準的術後ホルモン療
法５年間を実施、併用療法群は標準的術後ホルモン療法と同時にＴＳ－１を１年間授与する。ＴＳ－１体表面積及びクレアチニンクリアランスによって規定さ
れた投与量を朝食後及び夕食後の１日２回、１４日間連日経口投与し、その後７日間休薬する。これを１コースとして、投与開始から１年間、投与を繰り返
す。

局所麻酔または硬膜外麻酔下の小開腹を行い、腹腔ポートを留置する。このポートより、カルボプラチンを腹腔内に直接投与する。また、全身化学療法とし
てパクリタキセル経静脈内投与を併用する。この化学療法は21日間を１コースとして行い、パクリタキセルは第1日目、第8日目及び第15日目に標準量
（80mg/m2 ）を経静脈投与、カルボプラチンを第1日目に標準量（※AUC6 (mg/L)・h）を腹腔内投与し、計６コースを行う。

手術中に得られた組織からPCR法にて抗がん剤耐性遺伝子を測定し、腫瘍に対する抗がん剤の感受性を知ることができ
る。これに基づいて抗がん剤を使用することにより、より高い効果を得、不必要な副作用を避けることができる。

試験は術前診断T1N0M0、腫瘍長径4cm以下と診断された単発性の早期胃癌症例を対象として、「SNをLN転移の指標とした個別化手術群」を行い、その
根治性・安全性を検証する第Ⅱ相多施設共同単群試験である。すべての症例にSN生検を行い、術中SN転移陰性の場合にはSN流域切除を原則とした縮
小胃切除（噴門側胃切除、幽門保存胃切除、胃部分切除、分節切除）を行って「縮小手術群」（A群）とする。流域切除範囲によって縮小手術が困難な場合
には従来通りの胃切除術（幽門側胃切除術・胃全摘術）（B群）を実施する。また、SN転移が陽性の場合にはD2LN郭清と定型胃切除（幽門側胃切除術・胃
全摘術）（C群）を行う。Primary Endpointは5年無再発生存割合、Secondary EndpointsはSN同定率、転移検出感度、3年無再発生存割合、3年・5年全生存
割合、術後QOLとする。Primary Endpointすなわち個別化手術の根治性・安全性の評価は、本試験登録A～C群（個別化手術群）の手術成績とこれまで報
告されてきた同じ早期胃癌に対する手術成績を比較し、A群のみの部分集団での予後についてもSecondary Endpontとして同時に検証する。術後QOLに
関しては「個別化手術群」内での比較も行う。

HD-MTX療法後のTMZ併用放射線療法＋維持TMZ療法
大量メトトレキサート療法を3コース施行後に、放射線照射との併用にて、テモゾロミドとして1回75 mg/m2（体表面積）を1日
1回連日19-26日間、経口投与する。放射線照射終了4週間後より維持療法を追加する。維持療法は、テモゾロミドとして1
回150 mg/m2を１日１回連日5日間、経口投与し、23日間休薬する。この28日を1コースとする。次コースにおいては増量基
準を満たせば200 mg/m2に増量する。この維持療法はHD-MTX療法開始日より2年間行って終了とする。

2011年2月左S1+2原発の肺腺癌(t4N3M1a)と診断され、2011年4月から10月までゲフィチニブ、以後CBDCS+PEMを3コー
ス、CBDCA+PTXを2コース実施するも、いずれも無効となり、本治療の適応となった。2013年6月13日に同意取得の上培
養テストを実施し 細胞の培養を確認の上、7月2日にアフェレーシスを実施してリンパ球を凍結保存した。リンパ球を解
凍してγδT細胞を培養し、7月16日、8月1日、8月13日、8月27日、9月10日、9月26日と6回のγδT細胞の投与を行っ
た。9月10日に実施したCTでは評価病変に変化を認めずSDと判定し、治療を継続予定である。

（様式第2）



疾　　　患　　　名 取扱患者数 疾　　　患　　　名 取扱患者数

 ・ベーチェット病 109人　  ・膿疱性乾癬 3人　

 ・多発性硬化症 118人　  ・広範脊柱管狭窄症 10人　

 ・重症筋無力症 182人　  ・原発性胆汁性肝硬変 69人　

 ・全身性エリテマトーデス 415人　  ・重症急性膵炎 7人　

 ・スモン 4人　  ・特発性大腿骨頭壊死症 50人　

 ・再生不良性貧血 51人　  ・混合性結合組織病 61人　

 ・サルコイドーシス 59人　  ・原発性免疫不全症候群 13人　

 ・筋萎縮性側索硬化症 11人　  ・特発性間質性肺炎 21人　

 ・強皮症，皮膚筋炎及び多発性筋炎 315人　  ・網膜色素変性症 68人　

 ・特発性血小板減少性紫斑病 136人　  ・プリオン病 0人　

 ・結節性動脈周囲炎 31人　  ・肺動脈性肺高血圧症 96人　

 ・潰瘍性大腸炎 1053人　  ・神経線維腫症 46人　

 ・大動脈炎症候群 53人　  ・亜急性硬化性全脳炎 0人　

 ・ビュルガー病 20人　  ・バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群 1人　

 ・天疱瘡 164人　  ・慢性血栓塞栓性肺高血圧症 101人　

 ・脊髄小脳変性症 42人　  ・ライソゾーム病 4人　

 ・クローン病 541人　  ・副腎白質ジストロフィー 0人　

 ・難治性の肝炎のうち劇症肝炎 9人　  ・家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 0人　

 ・悪性関節リウマチ 26人　  ・脊髄性筋委縮症 1人　

 ・球脊髄性筋委縮症 2人　

 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 26人　

 ・アミロイドーシス 11人　  ・肥大型心筋症 42人　

 ・後縦靭帯骨化症 88人　  ・拘束型心筋症 0人　

 ・ハンチントン病 1人　  ・ミトコンドリア病 9人　

 ・モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症） 37人　  ・リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ） 0人　

 ・ウェゲナー肉芽腫症 18人　  ・重症多形滲出性紅斑（急性期） 1人　

 ・特発性拡張型（うっ血型）心筋症 75人　  ・黄色靱帯骨化症 11人　

 ・表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型） 9人　

（注）　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

92人　

高度の医療の提供の実績

 ・パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病）

212人　

 ・多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋
小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）

28人　
 ・間脳下垂体機能障害
（ＰＲＬ分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ＡＤ
Ｈ分泌異常症、下垂体性ＴＳＨ分泌異常症、クッシン
グ病、先端巨大症、下垂体機能低下症）

4　特定疾患治療研究事業対象疾患についての診療

（様式第2）



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

　・

　・

　・

　・

　・救急搬送患者地域連携受入加算 　・

　・救急搬送患者地域連携紹介加算

　・ハイリスク妊娠管理加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・退院調整加算

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・呼吸ケアチーム加算

　・データ提出加算

　・地域歯科診療支援病院入院加算

　・特定集中治療室管理料

　・ハイケアユニット入院医療管理料

　・総合周産期特定集中治療室管理料

　・小児入院医療管理料１

　・

　・

　・感染防止対策加算

　・患者サポート体制充実加算

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・精神科身体合併症管理加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・摂食障害入院医療管理加算

　・がん診療連携拠点病院加算

　・栄養サポートチーム加算

　・医療安全対策加算

　・妊産婦緊急搬送入院加算

　・診療録管理体制加算

　・急性期看護補助体制加算

　・看護職員夜間配置加算

　・無菌治療室管理加算

　・緩和ケア診療加算

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・歯科外来診療環境体制加算

　・特定機能病院入院基本料

　・臨床研修病院入院診療加算

　・救急医療管理加算

　・超急性期脳卒中加算

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・心臓カテーテル法による諸検査の血液内視鏡検査
加算

　・植込型心電図検査

　・時間内歩行試験

　・胎児心エコー法

　・皮下連続式グルコース測定

　・長期継続頭蓋内脳波検査

　・光トポグラフィー

　・神経学的検査

　・がん治療連携計画策定料 　・内服・点滴誘発試験

　・がん治療連携管理料
　・センチネルリンパﾟ節生検（乳がんに係るものに限
る。）

　・肝炎インターフェロン治療計画料 　・画像診断管理加算１

　・薬剤管理指導料 　・画像診断管理加算２

　・医療機器安全管理料１ 　・遠隔画像診断

　・医療機器安全管理料２
　・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影

　・医療機器安全管理料(歯科） 　・CT撮影及びMRI撮影

　・歯科治療総合医療管理料 　・冠動脈CT撮影加算

　・持続血糖測定器加算 　・大腸CT撮影加算

　・造血器腫瘍遺伝子検査 　・心臓ＭＲＩ撮影加算

　・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
イプ判定）

　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　・ニコチン依存症管理料 　・小児食物アレルギー負荷検査

　・検体検査管理加算（Ⅳ） 　・無菌製剤処理料

　・検体検査管理加算（Ⅰ） 　・外来化学療法加算１

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・院内トリアージ実施料

　・夜間休日救急搬送医学管理料 　・補聴器適合検査

　・外来放射線照射診療料 　・コンタクトレンズ検査料１

　・糖尿病合併症管理料

　・がん性疼痛緩和指導管理料

　・がん患者指導管理料 　・ヘッドアップティルト試験

　・外来緩和ケア管理料

　・移植後患者指導管理料

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・ウイルス疾患指導料 　・遺伝カウンセリング加算

　・心臓ペースメーカー指導管理料（植込型除細動器移行加算）

　・高度難聴指導管理料

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）
　・乳がんセンチネルリンパ節加算1、乳がんセンチネルリン
パ節加算2

　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除
術）

　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・経皮的冠動脈形成術

　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・経皮的冠動脈形成術（特殊ｶﾃｰﾃﾙによるもの）

　・がん患者リハビリテーション料 　・経皮的冠動脈ステント留置術

　・歯科口腔リハビリテーション科２ 　・経皮的大動脈弁置換術

　・抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料に限る） 　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及びﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

　・植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記
録計摘出術

　・両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及び両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
交換術

　・一酸化窒素吸入療法
　・植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び
経静脈電極抜去術（レーザーシースを用いるもの）

　・両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器移植術及び両室
ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器交換術

　・大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ法（IABP法)

　・皮膚悪性腫瘍切除術（悪性黒色腫センチネルリン
パ節加算を算定する場合に限る。）

　・補助人工心臓

　・組織拡張器による再建手術（一連につき）（乳房
（再建手術）の場合に限る。）

　・経皮的大動脈遮断術

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨
移植術に限る。）

　・ダメージコントロール手術

　・腫瘍脊椎骨全摘術 　・体外衝撃波胆石破砕術

　・頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うものに限る。） 　・腹腔鏡下肝切除術

　・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置
交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 　・生体部分肝移植術

　・治療的角膜切除術（エキシマレーザーによるもの（角膜ジ
ストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。）） 　・同種死体肝移植術

　・羊膜移植術 　・体外衝撃波膵石破砕術

　・緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術（プ
レートのあるもの））

　・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

　・網膜再建術 　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

　・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び
植込型骨導補聴器交換術

　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・医療保護入院等診療料

　・処置の休日加算1、時間外加算1、及び深夜加算1

　・透析液水質確保加算

　・CAD/CAM冠

　・歯科技工加算

　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療以外の診療に係るものに限
る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療以外の診療に係るものに限
る。）

　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係るものに限る。）、下顎骨形
成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係るものに限る。） 　・同種死体腎移植術



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・生体腎移植術

　・膀胱水圧拡張術

　・人工尿道括約筋植込・置換術

　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに
限る。）

　・胎児胸腔・羊水腔シャント術

　・医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6（歯科
点数表第2章第9部の通則4を含む。）に掲げる手術

　・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1

　・胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃
瘻造設術を含む。）

　・輸血管理料Ⅰ

　・輸血適正使用加算

　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・歯周組織再生誘導手術

　・広範囲顎骨支持型装置埋入手術

　・麻酔管理料（Ⅰ）

　・麻酔管理料（Ⅱ）

　・放射線治療専任加算

　・外来放射線治療加算

　・高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線治療

　・強度変調放射線治療（IMRT)

　・画像誘導放射線治療加算（ＩＧＲＴ）

　・体外照射呼吸性移動対策加算

　・定位放射線治療

　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・病理診断管理加算

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・口腔病理診断管理加算 　・

　・

　・

　・

　・

　・



7　健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

剖検症例数　　　　　45　　　　例　　　／　剖検率　 13.21%

(注) 1　特定機能病院の名称の承認申請の場合には、必ずしも記入しなくともよいこと。
(注) 2　「施設基準等の種類」欄には、特定機能病院の名称の承認申請又は業務報告を行う３年前の４月以降に、健康保険法の規
定による療養に要する費用の額の算定方法（平成六年厚生省告示第五十四号）に先進医療（当該病院において提供していたもの
に限る。）から採り入れられた医療技術について記入すること。

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・腹腔鏡下子宮体がん根治手術

　・光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補
助

・パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与
及びベバシズマブ静脈内投与の併用療法（これらを三週
間に一回投与するものに限る。）並びにベバシズマブ静
脈内投与（三週間に一回投与するものに限る。）による維
持療法　再発卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん

　・大腸腫瘍に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術

　・脂肪萎縮症に対するレプチン補充療法

　・難治性眼疾患に対する羊膜移植術

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

病理診断部　年間約80回
中央臨床検査部　週1回

剖　検　の　状　況

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・インプラント義歯 　・

　・抗悪性腫瘍剤感受性検査

（様式第2）



1  研究費補助等の実績

金   額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計872計

(注) 1

2

3

　国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等
が申 請の前年度に行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なも
のを記入すること。

　「研究者氏名」欄は、1つの研究について研究者が複数いる場合には、主たる研究者の氏名を記入する
こと。　「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又
は委託元を記入すること。

別紙1

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門
補助元又は委託

元

（様式第3）











































































2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

～

70

～ 　計　91

(注) 1

2

3

4

(2)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象とならない論文（任意）

番
号

1

2

3

4

5

～

(注) 1

2

3

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

発表者氏名 発表者の所属 題名 雑誌名

別紙2

　当該特定機能病院に所属する医師等が申請の前年度に発表した英語論文のうち、高度の医療技術の開
発および評価に資するものと判断されるものを七十件以上記入すること。七十件以上発表を行っている場合
には、七十件のみを記載するのではなく、合理的な範囲で可能な限り記載すること。

　報告の対象とするのは、筆頭著者の所属先が当該特定機能病院である論文であり、査読のある学術雑誌
に掲載されたものに限るものであること。ただし、実態上、当該特定機能病院を附属している大学の講座等と
当該特定機能病院の診療科が同一の組織として活動を行っている場合においては、筆頭著者の所属先が
大学の当該講座等であっても、論文の数の算定対象に含めるものであること（筆頭著者が当該特定機能病
院に所属している場合に限る）。

　「発表者の所属」については、論文に記載されている所属先をすべて記載すること。

　「雑誌名」欄には、「雑誌名」「巻数・号数」「該当ページ」「出版年」について記載すること。

雑誌名発表者氏名 発表者の所属 題名

　当該医療機関に所属する医師等が申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発および評
価に資するものと判断される主なものを記入すること。

　「発表者の所属」については、論文に記載されている所属先をすべて記載すること。

　「雑誌名」欄には、「雑誌名」「巻数・号数」「該当ページ」「出版年」について記載すること。

（様式第3）















(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 ○有 ・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 ○有 ・無 

・ 手順書の主な内容 

・ 人を対象とする医学系研究に関する標準業務手順書 

・ 人を対象とする医学系研究における安全性情報の取り扱いに関する標準業務手順書 

・ 人を対象とする医学系研究に関する個人情報保護ガイドライン 

・ 人体から取得された試料および情報等の保管に関する標準業務手順書 

・ 人を対象とする医学系研究に関する慶應義塾大学医学部倫理委員会標準業務手順書 

・ 臨床研究に関する慶應義塾大学医学部倫理委員会標準業務手順書 

・ 臨床研究における安全性情報の取り扱いに関する手順書 

・ 臨床研究に関する個人情報保護ガイドライン 

・ 臨床研究に関する標準業務手順書 

・ 慶應義塾大学医学部倫理委員会内規 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年11回 

（注） 1 倫理審査委員会については、「臨床研究に関する倫理指針」に定める構成である場合に

「有」に○印を付けること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況 

○有 ・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 ○有 ・無 

 
・ 規定の主な内容 
・ 慶應義塾利益相反マネジメントポリシー 
・ 慶應義塾利益相反マネジメント内規 
・ 慶應義塾大学医学部利益相反マネジメント内規 

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の開催状況 

年 2回 

 

 

 

 

 



  

(3)臨床研究の倫理に関する講習等の実施 

① 臨床研究の倫理に関する講習等の実施状況 年 4回 

 
・ 研修の主な内容 
・ 医学研究における倫理、研究倫理指針、研究不正など研究の倫理性、公正性、科学性の確保

に必要な基本知識と最新知識に関する講習会やセミナーを実施した。このほかに、インター
ネット上に臨床研究e-learningを開講し、常時受講できる体制をとっている。 
 

 

 



(様式第 4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

1 研修の内容 

・臨床カンファレンス、セミナーの開催、特に慶應総合診療グランドラウンドを開催し双方向式

な議論の展開によりEBMへのアプローチを明確化 

・大学病院と地域の教育病院間のインターネットを用いた遠隔カンファレンス・セミナーの開催 

・臨床カンファレンス及びセミナーでの講演内容のオンサイトによる録画の上、ストリーミング

配信システムから配信 

・高度な臨床スキルや手術的技能の習得のために、手術を含む種々の臨床手技シミュレーション

を実践できるeラーニングコンテンツの提供 

・EBM教育のために必要な電子雑誌の提供 

・専門医療技術の習得、医療安全の向上を図るための医療シミュレーター機器を用いた専門臨床

研修会の開催 

・Cadaverを用いたクリニカル・アナトミーラボ（臨床解剖ラボ）での高度な専門診療技術の修得

と基本手技を含む高度な手術手技の熟練および臨床スキル向上を目的とするセミナーの開催" 

    

 

2 研修の実績 

  研 修 医 の 人 数         239 人 

（注）前年度の研修医の実績を記入すること。 

 

3 研修統括者 

研修統括者氏

名 

診 療 科 役 職  等 臨床経験年

数 

特記事項 

鈴木 則宏 内科、神経内科 教室主任・診療科部長・教授 38年3ヶ月 内科統括 

河野 隆志 内科 専修医担当主任・助教 17年4ヶ月 内科統括 

福田 恵一 循環器内科 診療科部長・教授 32年0ヶ月   

別役 智子 呼吸器内科 診療科部長・教授 26年4ヶ月   

金井 隆典 消化器内科 診療科部長・教授 27年3ヶ月   

伊藤 裕 腎臓・内分泌・代謝内科 診療科部長・教授 32年4ヶ月   

林 晃一 腎臓・内分泌・代謝内科 准教授 34年9ヶ月   

河合 俊英 腎臓・内分泌・代謝内科 専任講師 22年4ヶ月   

岡本 真一郎 血液内科 診療科部長・教授 36年3ヶ月   

中島 秀明  血液内科 准教授 28年3ヶ月   

竹内 勤 リウマチ内科 診療科部長・教授 34年9ヶ月   

吉田 一成 外科、脳神経外科 教室主任・診療科部長・教授 34年10ヶ月 外科統括 

林田 哲 外科 専修医担当主任・助教 15年5ヶ月 外科統括 

北川 雄光 一般・消化器外科 診療科部長・教授 29年3ヶ月   

黒田 達夫 小児外科 診療科部長・教授 33年4ヶ月   

志水 秀行 心臓血管外科 診療科部長・教授 29年4ヶ月   

淺村 尚生 呼吸器外科 診療科部長・教授 32年4ヶ月   

森崎 浩 麻酔科 教室主任・教授 32年3ヶ月   

戸山 芳昭 整形外科 教授 40年3ヶ月   

松本 守雄 整形外科 教室主任・診療科部長・教授 29年3ヶ月   

貴志 和生 形成外科 教室主任・診療科部長・教授 27年3ヶ月   

高橋 孝雄 小児科 教室主任・診療科部長・教授 33年3ヶ月   

田中 守 産科 診療科部長・教授 29年4ヶ月   

青木 大輔 婦人科 教室主任・診療科部長・教授 33年4ヶ月 産婦人科統括 



坪田 一男 眼科 教室主任・診療科部長・教授 34年9ヶ月   

天谷 雅行 皮膚科 教室主任・診療科部長・教授 30年3ヶ月   

大家 基嗣 泌尿器科 教室主任・診療科部長・教授 28年4ヶ月   

小川 郁 耳鼻咽喉科 教室主任・診療科部長・教授 33年9ヶ月   

三村 將 精神・神経科 教室主任・診療科部長・教授 31年3ヶ月   

陣崎 雅弘 放射線診断科 診療科部長・教授 28年3ヶ月   

茂松 直之 放射線治療科 教室主任・診療科部長・教授 32年3ヶ月 放射線科統括 

中川 種昭 歯科口腔外科 教室主任・診療科部長・教授 30年2ヶ月   

里宇 明元 リハビリテーション科 教室主任・診療科部長・教授 36年4ヶ月   

堀 進悟 救急科 教室主任・診療科部長・教授 40年3ヶ月   

亀山 香織 病理診断部 部長・准教授 27年3ヶ月   

村田 満 臨床検査医学 教室主任・部長・教授 33年10ヶ月   

半田 誠 輸血・細胞療法センター センター長・診療部長・教授 39年2ヶ月   

三村 將 漢方医学センター センター長・診療部長・教授 31年3ヶ月   

松本 秀男 スポーツ医学総合センター センター長・診療部長・教授 37年2ヶ月   

林 松彦 血液浄化・透析センター センター長・診療部長・教授 38年3ヶ月   

岩田 敏 感染制御センター センター長・診療部長・教授 39年3ヶ月   

林 松彦 総合診療教育センター 部長・教授 38年3ヶ月  

(注) 1 医療法施行規則第六条の四第一項又は第四項の規定により、標榜を行うこととされている

診療科については、必ず記載すること。 

(注) 2 内科について、サブスペシャルティ領域ごとに研修統括者を配置している場合には、すべ

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

(注) 3 外科について、サブスペシャルティ領域ごとに研修統括者を配置している場合には、すべ

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

 

 



 
 

(様式第 5) 
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 

 
計画・現状の別 １．計画   ○2 ．現状  
管理責任者氏名  病院長 竹内  勤 

  管理担当者氏名 病院事務局長 本田 博哉   総務担当次長 朝倉  崇 
薬剤部次長  山口 雅也    

 
   保 管 場 所       管 理  方  法 
 診療に関する諸記録 
   病院日誌、各科診療日誌、処方せん、 
   手術記録、看護記録、検査所見記録、 
   エックス線写真、紹介状、退院した患 
   者に係る入院期間中の診療経過の要約
  及び入院診療計画書 

医療事務室 
 
 
 
 
 

診療記録として保管している記録
は、 
・紙媒体⇒一患者一番号制で外来、
入院別に分けて集中管理を実施 
・電子媒体⇒情報システム内にて、
厚生労働省の「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」に
沿った管理を実施 

 病院の管理 
 及び運営に 
 関する諸記 
 録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 従業者数を明らかにする帳
簿 

人事課 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高度の医療の提供の実績 医療事務室 
 高度の医療技術の開発及び 
 評価の実績 

学術研究支援
課本部 

 高度の医療の研修の実績 専修医研修センター
 閲覧実績 医療事務室 
 紹介患者に対する医療提供 
 の実績 

医療事務室 
 

 入院患者数、外来患者及び 
 調剤の数を明らかにする帳
簿 

医療事務室 
薬剤部 
 

第規
一則 
号第 
に一 
掲条 
げの 
る十 
体一 
制第 
の一 
確項 
保各 
の号 
状及 
況び 
 第 
 九 
 条 
 の 
  二 
  十 
  第 
  一 
  項 
 

 医療に係る安全管理
のための指針の整備状
況 

医療安全対策室 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 医療に係る安全管理
のための委員会の開催
状況  

医療安全対策室 
 

 医療に係る安全管理
のための職員研修の実
施状況 

医療安全対策室 
 
 

 医療機関内における
事故報告等の医療に係
る安全の確保を目的と
した改善のための方策
の状況 

医療安全対策室 
 
 
 
 

 専任の医療に係る安
全管理を行う者の配置
状況 

 
医療安全対策室 
 

 専任の院内感染対策
を行う者の配置状況  

感染制御ｾﾝﾀｰ 
 

医療に係る安全管理を
行う部門の設置状況 

医療安全対策室 
 

 当該病院内に患者か
らの安全管理に係る相
談に適切に応じる体制
の確保状況 

医療安全対策室 
（患者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ） 
 



 
 

 
   保 管 場 所       管 理  方  法 
 病院の管理 
 及び運営に 
 関する諸記 
 録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 規
 則 
 第 
 一 
 条 
 の 
 十 
 一 
 第 
 一 
 項 
 各 
 号 
 及 
 び 
 第 
 九 
 条 
 の 
 二
 十 
 三 
  第 
  一 
  項 
  第 
 一 
 号 
 に 
  掲 
  げ 
  る 
  体 
  制 
  の 
  確 
  保 
  の 
  状 
  況 
 
 
 
 

 院内感染のための指
針の策定状況 

感染制御ｾﾝﾀｰ 
 

 

 院内感染対策のため
の委員会の開催状況  

感染制御ｾﾝﾀｰ 
 

 従業者に対する院内
感染対策のための研修
の実施状況  

感染制御ｾﾝﾀｰ 
 
 

 感染症の発生状況の
報告その他の院内感染
対策の推進を目的とし
た改善のための方策の
実施状況  

感染制御ｾﾝﾀｰ 
 
 
 
 

 医薬品の使用に係る
安全な管理のための責
任者の配置状況  

薬剤部 
 
 

 従業者に対する医薬
品の安全使用のための
研修の実施状況  

薬剤部 
医療安全対策室 
 

 医薬品の安全使用の
ための業務に関する手
順書の作成及び当該手
順書に基づく業務の実
施状況   

薬剤部 
 
 
 
 

 医薬品の安全使用の
ために必要となる情報
の収集その他の医薬品
の安全使用を目的とし
た改善のための方策の
実施状況 

薬剤部 
 
 
 
 
 

 医療機器の安全使用
のための責任者の配置
状況 

医用工学セン
ター 
 
 

 従業者に対する医療
機器の安全使用のため
の研修の実施状況 

医用工学セン
ター 
 

 医療機器の保守点検
に関する計画の策定及
び保守点検の実施状況 

医用工学セン
ター 
 

 医療機器の安全使用
のために必要となる情
報の収集その他の医療
機器の安全使用を目的
とした改善のための方
策の実施状況 

医用工学セン
ター 
 
 
 
 

(注)「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理
方法の概略を記入すること。また、診療録を病院外に持ち出す際に係る取扱いについても記載する
こと。 



(様式第 6) 

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

○病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法 

     計画・現状の別  １．計画      ○2 ．現状  

 閲 覧 責 任 者 氏 名              事務局長 本田 博哉 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              医療事務室長 鈴木 敏夫 

 閲覧の求めに応じる場所              1号棟2階相談室 中央病歴室閲覧室 

 閲覧の手続の概要 

 

・診療に関するもの⇒当院規定の開示手続きによる 

・病院管理および運営に関するもの⇒状況に応じ対応 

 

 

(注)既に医療法施行規則第 9条の 20 第 5 号の規定に合致する方法により記録を閲覧させている病院

は現状について、その他の病院は計画について記載することとし、「計画・現状の別」欄の該当

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延        0件 
  閲 覧 者 別   医        師    延        0件 

  歯  科  医  師    延        0件 
      国    延        0件 
  地 方 公 共 団 体    延        0件 

(注)特定機能病院の名称の承認申請の場合には、必ずしも記入する必要はないこと。 

 



 
 
 

 
 

（様式第 6） 

 

規則第１条の１１第１項各号及び第９条の２３第１項第１号に掲げる体制の確保の状況 

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     ○有・無 

 
  指針の主な内容：医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生

時の対応方法等について、指針を示すことにより適切な医療安全管理を推進
し、安全な医療の提供に資すること。 

 
 
② 医療に係る安全管理のための委員会の開催状況 

 
年11回(8月を除く) 

 
 活動の主な内容： 

・ 医療事故を未然に防止するための効果的な院内体制の確立 

・ 院内において発生したアクシデント及びインシデントについての情報の収集 

・ アクシデントやインシデントに関する資料の収集ならびに分析 

・ 医療事故防止のための具体的対策の検討及び推進 

・ 医療事故防止のための研修及び教育 
 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
定例年4回：臨時年6回 

 
研修の主な内容： 

・ 安全管理体制、報告書の集計分析、医薬品の安全使用、医療機器安全使用 

・ AED について 

・ 院内で発生した事例 

・ 医療倫理 

・ 児童虐待防止 
 
④ 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の状況 
 
 医療機関内における事故報告等の整備 （ 有・無 ） 
 その他の改善のための方策の主な内容： 

事故報告書は電子カルテにソフトを導入し、全教職員が使用できる。 

・報告ルート：報告者 →部門セーフティマネジャー →医療安全管理者 →医療安全対策室長・病院長 

改善のための方策立案 

・薬剤に関する医療安全検討委員会 

・薬剤 WG（持参薬、糖尿病治療薬、抗血小板薬の休薬、アレルギー情報、マニュアル整備、

麻薬取り扱い） 
・安全WG（呼吸管理、侵襲的処置（血管内・外）身体抑制、救急カート、肺血栓塞栓予防、） 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
⑤ 専任の医療にかかる安全管理を行うものの配置状況 

 
 ○有（1名）・無 

 
⑥ 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 ○有（１名）・無 

 
⑦ 医療に係る安全管理を行う部門の設置状況 

 
     ○有・無 

 
 所属職員： 専従２名 専任４名 兼任６名 
 活動の主な内容： 

・ 医療安全管理部門の業務指針及び、医療安全管理者業務に関する申し合わせに準じて業務を遂行。 

・ 教職員への安全管理に関する教育・指導（研修会の開催）ならびに検証 

・ 安全対策の企画・立案、重大医療事故発生時の対応ならびに検証 

・ 院内安全対策委員会・安全管理に係わる WG の運営 
 
 
⑧ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状
 況 

 
      ○有・無 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
（様式第 6） 
 

院内感染対策のための体制の確保に係る措置 
 
 
① 院内感染対策のための指針の策定状況 

 
    ○有・無 

 
  指針の主な内容： 

 
①院内感染対策に関する基本的な考え方        ⑤院内感染状況の報告 

 ②感染制御センターの設置             ⑥院内感染発生時の対応 
 ③感染対策運営委員会および感染専門委員会の設置  ⑦患者への情報提供と説明   
 ④職員研修                    ⑧病院における院内感染対策の推進 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年 18 回 

 
  活動の主な内容： 
 

・感染対策運営委員会（月１回、年１２回開催） 
       ・感染専門委員会（隔月、年６回開催） 
    感染対策運営委員会は、感染制御センター（ICT）による病院感染に関する報告を受け、 

同センターが提言する病院感染対策に関わる具体的施策等を審議し、感染制御センターに 
対して助言を行う。 

    感染専門委員会は、感染制御センターが報告または策定し、運営委員会で報告または 
承認された感染防止に関わる施策等を、病院内のすべての部署に周知し、対策等を迅速 
かつ確実に実施する。 

 
③ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施状況 

 
年 6 回 

 
  研修の主な内容： 

感染対策講習会、全教職員対象 
           講習会当日に参加できない教職員のため、録画した映像を基にeラーニングを

実施している。 
             
           医療従事者のワクチン接種の意義、院内における感染症・耐性菌などの発生 

状況、他施設でのアウトブレイク事例、培養検体の適切な採り方、教職員の
ウイルス抗体価、特定抗菌薬について、院内の耐性菌対策 など 

 
 
 
④ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の状況 
 
   病院における発生状況の報告等の整備        （ ○有・無 ） 
   その他の改善のための方策の主な内容： 

① サーベイランス：耐性菌、抗酸菌、ICU、NICU、デバイス、SSI、血液培養、血液曝露 
② ウンド：血液培養陽性患者・耐性菌検出患者（毎日） 

         抗菌薬適正使用、（週２回） 
        病棟・外来・その他の施設環境（週１回） 
         スタンダードプリコーション・教職員意識調査（年数回） 
     ③ 院内周知確認及び自己チェック（eラーニング） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
（様式第 6） 
 

医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 
 
 
① 医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置状況 

 
    ○有・無 

 
② 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年 5 回 

 
 研修の主な内容：別紙3 
 
 
 
③ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施状況 
 
 手順書の作成        （ ○有・無 ） 
 業務の主な内容： 

・ 手順書の内容をもとに作成した、業務チェックシートを用いた実施状況の確認（2回/年） 
（直近の確認日 2015年5月11日） 

・ チェックシートの内容をもとに病棟・外来のラウンド（2回/年） 
（直近の確認日 2015年6月2日） 

 
 
 
 
④ 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善
  のための方策の実施状況 
 
 医薬品に係る情報の収集の整備        （ ○有・無 ） 
 その他の改善のための方策の主な内容：別紙4、別紙5 
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医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置 
 
 
① 医療機器の安全使用のための責任者の配置状況 

 
   ○有・無 

 
② 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施状況 

 
     年14 回 

 
 研修の主な内容： 
 

  人工呼吸器 
人工心肺装置及び補助循環装置 

                 除細動器 
                 血液浄化装置 

               閉鎖式保育器 
                 診療用高エネルギー放射線発生装置 
                 診療用放射線照射装置 

 
 
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況 
 
 計画の策定        （ 有・無 ） 
 保守点検の主な内容： 
 
 ○臨床工学技士による点検； 除細動器、一部人工呼吸器 
 
 ○業者委託による保守点検； 人工呼吸器、人工心肺装置及び補助循環装置、血液浄化装置 
               診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置 
               閉鎖式保育器 
 
 
 
 
④ 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした
  改善のための方策の実施状況 
 
 医療機器に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
 その他の改善のための方策の主な内容： 
 

(1)院内におけるインシデント報告の内容の分析及び報告 
 
(2)医薬品医療総合機構(PMDA)及び日本医療機能評価機構からの安全情報の確認と周知 
 
(3)医療機器メーカーからの安全性情報の確認及び周知 

 
 
 
 
 
 
 

 


